
 

 

【コーポレート・ガバナンス体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適時開示体制の概要】 

 

 

 

 

監査等委員会 

 

取締役会 

 

経営会議 

業務担当取締役 

部門長 

 

従業員 

 

 

内部監査部門 

 

 

会計監査人 

（監査法人） 

 

株主総会 

ヘルプライン（内部通報制度） 

 

内部統制 

委員会 

 

適時開示 

 

当該組織に係る経営情報 

 

（重要性・開示必要性の確認）取締役社長・総務部長・経理部長・担当部署長など 

 

経営会議 

 

取締役会 

 

東京証券取引所 

 

 

情報取扱責任者（総務部長） 

 


